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執行役員制度の導入に関するお知らせ 
 

 当社は、本日開催の取締役会において、執行役員制度の導入を決議しましたので、下記のとおり

お知らせいたします。 

記 

 

１．制度導入の目的 

取締役会の「意思決定・監督機能」と「業務執行機能」を分離し、コーポレートガバナンス

の強化を図るとともに、効率的かつスピーディーな経営を実践することを目的に執行役員制度

を導入いたします。 
 
２．執行役員の概要 
 （１）執行役員の選任・解任は取締役会の決議によるものとし、任期は 1 年とします。 
 （２）執行役員は、社長の統轄の下に、取締役会から委任された範囲内で業務を執行します。 
 （３）執行役員は、「専務執行役員」、「常務執行役員」及び「執行役員」で構成します。 

（４）取締役は執行役員を兼務することができるものとします。 
 （５）執行役員と会社との契約関係は「委任契約」とします。 
 
３．取締役の変更事項 
 （１）現行の定款に定める取締役の定員を「20 名以内」から「15 名以内」に変更します。 
（２）役付取締役のうち「専務取締役」及び「常務取締役」を廃止します。 

 

４．制度導入の時期 
  本年 6 月開催予定の第 80 期定時株主総会終結の時をもって導入します。 
 
５．その他 
  執行役員制度導入に関連する人事等につきましては、決定次第お知らせいたします。 

 
以  上 


